
 

     役員及び評議員の報酬および費用弁償に関する規程 

 
（目的） 
第１条 この規程は、社会福祉法施行規則（昭和２６年厚生労働省令第２８号）第２

条の４２及び社会福祉法人恒勝会定款（以下「定款」という。）第８条及び第２２条

の規定に基づき、役員及び評議員（以下「役員等」という。）の報酬等に関し必要な

事項を定めるものとする。 
 

（報酬等の支給） 
第２条 役員等に対しては、それぞれの役員等の勤務形態に応じて、次のとおり報酬

等を支給するものとする。 
（１）非常勤の役員 報酬 
（２）評議員 報酬 
 
（報酬等の額の算定方法） 
第３条 非常勤の役員に対する報酬は日額とし、別表１「非常勤役員等報酬表」に定

める年度の総額及び１人当たりの日額の範囲内で、法人の会議への出席、又は業務に

従事したとき支給し、及び別表２「費用弁償」に定める費用を弁償する。ただし、法

人の常勤の職を兼ねる役員については、報酬のみを支給する。 
 ２ 評議員の報酬は日額とし、定款第８条に定める総額の範囲内で、別表１「非常勤

役員等報酬表」に定める１人当たりの日額を法人の会議への出席、又は業務に従事し

たとき支給し、及び別表２「費用弁償」に定める費用を弁償する。 
 ３  役員及び評議員が、法人の用務のために旅行したときは、旅費規程の例により旅

費を支給する。 
 
（報酬等の支給方法） 
第４条 非常勤の役員及び評議員に対する報酬等は、それぞれ法人の会議への出席、又

は業務に従事したときに、その都度支給する。ただし、法人の常勤の職を兼ねる役員

については毎月１０日に社会福祉法人恒勝会給与規程第４条の規定に準じて支給す

る。 
２ 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。 
 
（改廃） 
 第５条 この規程の改廃は、評議員会の議決により行う。   
 
 付 則  この規程は、平成２２年１２月 ４日から施行する。 
 ２ 平成２８年５月２１日改正 
  ３ 平成２９年４月１日改正    
   



 付 則 （平成２９年１１月２６日一部改正） 
 （施行期日） 
 １ この規程は、評議員会の決議を得た日から施行し、平成２９年１２月１日から  
  適用する。 
  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 非常勤役員等報酬表   
 

 日額 年度総額 
 評議員  １０，０００円   ８４０，０００円 
 理事長  ２５，０００円   ９００，０００円 
 副理事長  ２０，０００円   ７２０，０００円 
 理事  １０，０００円 １，４４０，０００円 
 監事  １０，０００円 

ただし、公認会計士

又は税理士が行う社

会福祉法に基づく計

算書類及び事業報告

並びにこれらの附属

明細書の監査にあっ

ては日額１００，０

００円とする。 

  ９２０，０００円 

 
別表２ 費用弁償 
 
        自宅から会議の場所までの距離に応じ 

 ２０㎞未満     ５，０００円 
 ２０㎞以上  ５０㎞未満      ７，０００円 
 ５０㎞以上 １００㎞未満      ９，０００円 
 １００㎞以上    １３，０００円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


